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６月の納期
町　県　民　税　　　１期分

　　※6月30日㈪までに納付しましょう　　　

納税は便利な口座振替で！
　口座振替の方は、残高の確認をお願いします

	 6月				1日(日)　消防団定例巡視
	 			 	8日(日)　子ども会スポーツ大会
	 		10日(火) 〜　第２回芝山町議会定例会
	 	15日(日). ブロック対抗ソフトボール大会
	 	21日(土). しばやま花いっぱい運動
	 	22日(日). 芝山ジュニア友好杯
	 	23日(月). 町グラウンドゴルフ大会
	 	29日(日). 山武支部消防ポンプ操法大会

	 7月				6日(日)　町カローリング大会
	 		10日(木)　ブロック対抗グラウンドゴルフ大会



①さかのぼって免除申請ができます
　平成26年3月までは、さかのぼって免除申請ができ
る期間は、申請時点の直前の7月（学生納付特例は4月）
まででした。平成26年4月からは過去2年（2年1カ月前）
までさかのぼって申請ができるようになりました（学
生納付特例も同様です）。
■手続き
　町民税務課国保年金係または年金事務所に「国民年
金保険料免除・納付猶予申請書」または「国民年金保
険料学生納付特例申請書」を提出してください。
■注意
・免除申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受
　け取れない場合がありますので、すみやかに申請し
　てください。
・学生であった期間は、学生納付特例に限られます。
・免除は前年所得や失業などの状況に基づき審査を行
　いますので、承認されない場合があります。

②	法定免除期間の保険料が納付できます
　平成26年3月までは、法定免除を受けている方が保
険料を納めるときは、保険料の後払い（追納制度とい
います。追納制度は加算金が付く場合があります）の
み可能でした。平成26年4月からは、法定免除期間の
うちご本人が申し出した期間は、国民年金保険料を通
常どおり納付することができるようになりました。

③付加保険料も2年間納付できます
　平成26年３月までは、付加保険料は納期限（翌月末）
までに納めなければ、自動的に納めることができなく
なる取り扱いでした。平成26年４月からは、国民年金
保険料と同様に、付加保険料も納期限から2年間納め
ることができるようになりました。
■手続き
　現在、付加保険料を納めている方については、手続
き不要です。
■注意
・.付加年金は申し込みをした月からの加入となります。
さかのぼって加入することはできません。
・国民年金保険料を納めていない月は付加保険料を納
　めることができません。
・国民年金基金に加入している方は付加年金に加入す
　ることができません。

国民年金保険料の取り扱いが変わりました
町民税務課		国保年金係　☎77-3912
千葉年金事務所		国民年金課　☎043-242-6320

　平成 26 年 4月から免除申請期間、法定免除期間
の保険料納付、付加保険料の納付の取り扱いが次のと
おり変わりました。

問

■手続き
　町民税務課国保年金係または年金事務所に「国民年
金保険料免除期間納付申出書」を提出してください。
■注意
・納付申出することができる期間は、平成26年４月以
　降の期間です。

【例】免除・納付猶予の場合（平成26年4月に申請する場合）
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申出により納付が
可能となります。
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